
販路開拓に使える国の補助金

小規模事業者持続化補助金
補助金上限

補助率２/３・３/４

50万円～
200万円

◆ 卸売業、小売業、サービス業

常時使用する従業員の数→５人以下
◆ 製造業、建設業、宿泊業、娯楽業、その他の業種

常時使用する従業員の数→２０人以下

対象事業者

小規模事業者が、商工会の助言等
を受けて経営計画を作成し、その
計画に沿って販路開拓に取り組む
費用の２/３や３/４(補助上限額:
５０～２００万円)を補助します。

補助金概要

お問合せ先 城山商工会 TEL 042-782-3338

（一般型）

【補助金とは・・・】

補助金は、上記概要に取り組んだ事業所に支給される「返金不必要」な資金

です。ただし、支給される前に一定の審査が行われ、採択や不採択が決まります。

【補助金申請から補助金着金までの流れ】
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次回申請期日：令和７年１１月２８日（金）



新たな顧客へ向けたチラシ、パンフレット、
新聞折込など広告宣伝費用

新たな顧客獲得のための店舗改装、事務所
改装、看板設置などの設備費用

新たな販路開拓のための商談会、展示会
への出展費用や試作品製作費用

新サービス提供のための製造、試作機械、
業務効率化(生産性向上)のための機械装置
購入費用

取組事例

【具体的な取組事例】

・冷凍冷蔵庫購入設置 ・－６０度冷凍庫購入設置 ・パワーショベル購入

・急速冷凍庫購入設置 ・業務用測量機購入 ・カーポート設置

・スチームコンベクション購入 ・地域情報誌への広告掲載 ・店舗看板事業所看板設置

・店舗内什器購入設置 ・業務用冷蔵庫購入設置 ・お客様呼び出しシステム

・チラシ印刷＆ポスティング ・高圧温水洗浄機購入 ・ラジオ波治療器購入

・店舗前張り出し屋根改装 ・販促用動画制作 ・店舗トイレ改修工事

・商品用パンフレット制作 ・業務用高性能カメラ購入 ・タイヤチェンジャー購入

・温熱治療器購入設置 ・ホイストクレーン設置 など

※該当になりそうなものが思い当たる場合は、商工会にお問合せ下さい。

過去に申請された取り組み事例

◆補助率、補助上限当は以下のとおり
いずれか１つの枠のみ申請が可能です。

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠

補助率 ２／３
２／３

（赤字事業者は
３／４）

２／３ ２／３ ２／３

補助上限 ５０万円 ２００万円 ２００万円 ２００万円 ２００万円

インボイス
特例

50万円

※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限に５０万円を上乗せ
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